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仮称川越市新学校給食センター整備運営事業契約を可決
朝鮮民主主義人民共和国による４度目の核実験に抗議する決議を可決

川越市マスコットキャラクター ときも

仮称川越市新学校給食センターの外観イメージ図

　議会として「朝鮮民主主義人民共和国による４度目の核実験に抗議する決議」を朝鮮民主主義人民共和国国防委員
会第一委員長及び同国国連大使あてに送付しました。内容は下記のとおりです。

　朝鮮民主主義人民共和国（以下「共和国」という。）は、平成２８年１月６日、水素爆弾の実験を実施したと発表
した。
　今回の核実験は、国連安保理決議に明確に違反するだけでなく、核兵器廃絶に向けた国際社会に対する重大な挑戦
であり、世界で唯一の被爆国である我が国にとって断じて容認することはできない。
　よって本市議会は、共和国の今回の核実験に対し強く抗議するとともに、共和国が北東アジア地域のみならず、国
際社会の平和と安全を脅かす挑発的な行動を自制し、今後の核実験と核兵器に関する計画を放棄することを強く求め
るものである。
　右、決議する。
　　　平成２８年１月１５日
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